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11 月八戸市教育委員会定例会に付議すべき事件 

 

議案第 37号 八戸市総合教育センターの設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の 

制定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 



議案第37号 

 

八戸市総合教育センターの設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

八戸市総合教育センターの設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとお

り制定する。 

 

令和７年11月20日 提出 

 

八戸市教育委員会 

教育長  齋 藤  信 哉 

 

 

理 由 

総合教育センターの運営状況の実態に合わせ開館時間を変更するとともに、毎週土曜日を

閉館とするためのものである。 
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八戸市教育委員会規則第 号 

 

八戸市総合教育センターの設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

八戸市総合教育センターの設置等に関する条例施行規則（平成元年八戸市教育委員会規則第

13号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「次のとおり」を「午前９時から午後５時まで」に改め、同条各号を削る。 

第３条第１号中「日曜日」の次に「及び土曜日」を加え、同条中第２号を削り、第３号を第

２号とし、第４号を第３号とする。 

 

附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行する。 
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八
戸
市
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
開
館
時
間
）
 

（
開
館
時
間
）
 

第
２
条
 
八
戸
市
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
開
館
時
間
は
、
午
前
９

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
委
員
会
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ

れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
２
条
 
八
戸
市
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
開
館
時
間
は
、
次
の
と

お
り
  
  
  
  
  
  
  
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
委
員
会
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ

れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
(1
) 

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
水
曜
日
を
除
く
。
）
 
午
前
９
時
か
ら
午
後
８
時
ま
で
 

 
(2
) 

水
曜
日
 
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
30
分
ま
で
 

 
(3
) 

土
曜
日
（
毎
月
の
第
２
土
曜
日
及
び
第
４
土
曜
日
を
除
く
。
）
 
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で
 

（
休
館
日
）
 

（
休
館
日
）
 

第
３
条
 
セ
ン
タ
ー
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
委
員
会
が
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
臨
時
に
休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
３
条
 
セ
ン
タ
ー
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
委
員
会
が
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
臨
時
に
休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

日
曜
日
及
び
土
曜
日
 

(1
) 

日
曜
日
  
  
  
  
  
 

 
(2
) 

毎
月
の
第
２
土
曜
日
及
び
第
４
土
曜
日
 

(2
) 

（
略
）
 

(3
) 

（
略
）
 

(3
) 

（
略
）
 

(4
) 

（
略
）
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